
松林地区まちぢから協議会防災部会 令和５年度第４回部会 議事録 

１．開催日時：2023 年（令和５年）7 月 28 日（金） １9 時～20 時 30 分 

２．開催場所：松林公民館 ２階第２会議室 

３．出席者（敬称略）：１５名+市防災対策課 3 名 

吉原、池田（高田）、小川・小澤（上赤）、川口（中赤）、長谷川（下赤）今井・正札（菱沼）、髙橋・神原（室

田）、小野・村松（オクトス）、阿部（ショクサン）、齋藤・宮本（ニュータウン）、山ノ上・渡部・蒲ヶ原（防

災対策課）、以上１８名 

４．内容 

 １）吉原部会長挨拶 

   訓練の概要説明を行いますので皆さんの意見を聞き詳細をまとめていきたい。 

   次回以降の開催日の確認。公民館の工事により、9 月 21 日（木）、11 月 9 日（木）、11 月 24 日（金） 

 

２）防災対策課より（蒲ガ原さん） 

前回までの会議で訓練内容が決まっているので、参加者及び運営側の想定をしながら具体的な訓練詳細を

更に固めて行ければと思う。訓練指導等の担当をされる方もいると思うので皆さんの意見を聞きながら 

確定出来ればと思う。 

 

３）地区防災訓練について（事務局案の検討） 

  （1）訓練想定 （2）役割 （3）訓練概要 

  池田副会長より、別紙「令和 5 年度松林地区まち協防災訓練実施要領（案）」を基に説明 

  ・8 時半 まち協役員を中心とした運営側人員は松林小学校に集合する 

  ・9 時半 この時間を目安に各自治会の誘導者及び参加者は松林小学校へ避難し到着後テントを設営する 

  ・10 時～11 時 20 分 4 つのエリアに分けて訓練体験を行う（各 20 分程度） 

    ①消火訓練 ②応急手当 CPR ③救助搬送訓練 ④資機材取扱い訓練 

  ・12 時    閉会挨拶 

  ・12 時 10 分 給食訓練 

  ・12 時 40 分 片付け 

  ・13 時 起震車体験、煙道避難体験、ペット防災ブースの見学 

  ・13 時半 引き上げ（集合時間の遅れや訓練内容によって遅延が予想され 14 時になるかもしれない） 

  ・別紙「自主防災組織活動要領」を基に各自治会で詳細を決めて訓練に役立ててほしい 

  ・別紙「配置図」は前回のものを再利用しているが自治会テント等問題なければこの内容で行いたい 

  質疑応答 

  ・入場は西門と東門と両方使用できるよう学校と調整し入場車両の種類による規制等の確認も行う 

  ・各自治会持参の食缶とは、給食の配給に使う蓋つきの大きな容器のこと（角型丸型あり） 

  ・厨房用品の詳細が書かれてないので一覧表を作成し案内する 

  ・本部運営担当となる防災リーダーは集合時にテントやブルーシート食缶を持参し各々のエリアに置く 

  ・箸と容器については本部で用意するので持参不要 

  ・プロパンガスの件、レンタルは出来ないかもしれないので、その場合は菱沼自治会もしくは中赤羽根 

   自治会所有のボンベをお借りしたい（使用料の請求については改めて） 

  ・避難所運営訓練、想定外の事が起きた時に市民や避難所運営側、消防団等、様々な立場の人が話し合い 

解決していく事が必要。今回は運営に携わる方々で色々な話しが出来ればそれが訓練と考えている。 



３）地区防災訓練について（事務局案の検討） 

  （1）訓練想定 （2）役割 （3）訓練概要 続き 

  ・本部テントは中赤羽根自治会に保管してある（運搬は事前に行うとし詳細は改めて調整） 

  ・消防団への連絡、消防本部に訓練詳細を見せて、分団の手伝いの依頼し正式な了解を得るのが望ましい 

  ・先行到着する防災リーダーがテントを運ぶ事が望ましいが避難時に運搬でも問題ない 

  ・防災リーダーは指導のみでテント設営は避難民の方々で行ってほしい 

  ・指導係となる防災リーダーに事前研修を予定している 

・当日の担当も事前に決めた方が良いと思うが、当日その場その場で指示対応する事も訓練と考えている 

 

   （4）参加人数 

   ・各自治会に委ねるが、例えば班長組長のみ参加、20 世帯に一人参加など、決めてほしい 

   ・給食の用意のため 9 月 21 日の会議時におおよその参加人数を報告する 

   ・松林中学校生、菱沼自治会からは訓練開催を伝えているため事前にある程度の参加人数の把握が必要 

   ・各自治会から給食班として 2 名、本部運営 2 名、それぞれ選出してほしい 

   ・先行到着予定の防災リーダーは 2~4 名 

 

   （5）予算 

   ・アルファ米について、賞味期限が近いものは防災対策課から支給できるが不足分は購入する 

   ・食材費用も補助金対象 

   ・地区世帯数から判断して補助金は 14 万円支給される 

   ・物資調達訓練として自治会にブルーシート（補助金対象）や参加者にタオル（対象外）を配布した 

   ・その他必要なものは事務局に任せてほしい 

 

5.その他 

特になし 

 

 

 

次回 令和５年 9 月 21 日（木）19 時～ 松林公民館 第２会議室 

書記：宮本 


